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令和３年６月１５日 
区 民 部 課 税 課 

 

江東区特別区税条例の一部を改正する条例 
 

１ 改正条例 

江東区特別区税条例（昭和３９年１２月江東区条例第４８号） 
 

２ 改正理由 

第２０４回国会で審議されていた地方税法等の一部を改正する法律が成

立したことにより、本区区税条例の整備を図る必要が生じたため、条例の

一部改正を行う。 
 

３ 主な改正内容 

（１）江東区特別区税条例の一部改正 

① 住宅借入金等特別税額控除の延長等 

所得税では、控除期間を１３年とする住宅借入金等特別控除（いわ

ゆる住宅ローン控除）の特例について、契約期限及び入居期限の延長

等の措置を講ずる。所得税から控除しきれなかった控除額は、現行制

度と同様、控除限度額の範囲内で個人住民税から控除する。この措置

は、令和４年度から適用し、このことによる個人住民税の減収額は、

地方特例交付金により全額国費で補填する。 

 

② 特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例の見直し 

特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例（い

わゆるセルフメディケーション税制）の適用期限の延長を行い、令和

９年度までの個人住民税について適用する。 

 

③ 軽自動車税種別割グリーン化特例の見直し 

軽自動車税グリーン化特例（軽課）について、重点化等を行ったう

えで２年間延長し、令和４年度までとする。 
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車両区分 軽減率 

改正前 

～令和２年度 

新規取得分 

改正後 

令和３年度・令和４年度 

新規取得分 

自家用乗用車 

７５％ 

軽減 

電気自動車 

天然ガス車 

電気自動車 

天然ガス車 

５０％ 

軽減 

令和２年度基準 

＋３０％達成 

 

２５％ 

軽減 

令和２年度基準 

＋１０％達成 

 

営業用乗用車 

７５％ 

軽減 

電気自動車 

天然ガス車 

電気自動車 

天然ガス車 

５０％ 

軽減 

令和２年度基準 

＋３０％達成 

令和１２年度基準 

９０％達成 

２５％ 

軽減 

令和２年度基準 

＋１０％達成 

令和１２年度基準 

７０％達成 

軽貨物自動車 

（自家用・営業用） 

７５％ 

軽減 

電気自動車 

天然ガス車 

電気自動車 

天然ガス車 

５０％ 

軽減 

平成２７年度基準 

＋３５％達成 

 

２５％ 

軽減 

平成２７年度基準 

＋１５％達成 

 

 

④ 個人住民税の非課税限度額等における国外居住親族の取扱いの見直し 

個人住民税の非課税限度額等の判定に用いる扶養親族の範囲につい

て、３０歳以上７０歳未満の国外居住親族を原則として対象外とし、

令和６年度以後の個人住民税から適用する。 

 

（２）その他規定を整備する。
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【第１条】江東区特別区税条例 新旧対照表  

現行 改正案 

第１条～第９条 （略） 第１条～第９条 （略） 

（区民税の非課税の範囲） （区民税の非課税の範囲） 

第１０条 （略） 第１０条 （略） 

２ 法の施行地に住所を有する者で均等割のみ

を課すべきもののうち、前年の合計所得金額

が３５万円にその者の同一生計配偶者及び扶

養親族の数に１を加えた数を乗じて得た金額

に１０万円を加算した金額（その者が同一生

計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当

該金額に２１万円を加算した金額）以下であ

る者に対しては、均等割を課さない。 

２ 法の施行地に住所を有する者で均等割のみ

を課すべきもののうち、前年の合計所得金額

が３５万円にその者の同一生計配偶者及び扶

養親族（年齢１６歳未満の者及び控除対象扶

養親族に限る。以下この項において同じ。）の

数に１を加えた数を乗じて得た金額に１０万

円を加算した金額（その者が同一生計配偶者

又は扶養親族を有する場合には、当該金額に

２１万円を加算した金額）以下である者に対

しては、均等割を課さない。 

第１１条～第１３条 （略） 第１１条～第１３条 （略） 

（均等割の税率の軽減） （均等割の税率の軽減） 

第１４条 区民税の納税義務者が次の各号のい

ずれかに該当する場合は、その者に対して課

する均等割額は、前条の規定によって課する

額からそれぞれ当該各号に定める額を減じて

得た額とする。 

第１４条 区民税の納税義務者が次の各号のい

ずれかに該当する場合は、その者に対して課

する均等割額は、前条の規定によって課する

額からそれぞれ当該各号に定める額を減じて

得た額とする。 

(1) 均等割を納付する義務がある同一生計配

偶者又は扶養親族 １，５００円 

(1) 均等割を納付する義務がある同一生計配

偶者又は扶養親族（年齢１６歳未満の者及

び控除対象扶養親族に限る。） １，５００

円 

(2) （略） (2) （略） 

第１５条～第１９条 （略） 第１５条～第１９条 （略） 

（寄附金税額控除） （寄附金税額控除） 

第２０条 所得割の納税義務者が、前年中に法

第３１４条の７第１項第１号及び第２号に掲

げる寄附金又は次に掲げる寄附金（江東区内

に主たる事務所又は事業所を有する法人又は

団体に対するものに限る。）を支出した場合に

は、同項に規定するところにより控除すべき

額（当該納税義務者が前年中に同条第２項に

規定する特例控除対象寄附金を支出した場合

にあっては、当該控除すべき金額に特例控除

額を加算した金額。以下この項において「控

第２０条 所得割の納税義務者が、前年中に法

第３１４条の７第１項第１号及び第２号に掲

げる寄附金又は次に掲げる寄附金（江東区内

に主たる事務所又は事業所を有する法人又は

団体に対するものに限る。）を支出した場合に

は、同項に規定するところにより控除すべき

額（当該納税義務者が前年中に同条第２項に

規定する特例控除対象寄附金を支出した場合

にあっては、当該控除すべき金額に特例控除

額を加算した金額。以下この項において「控
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除額」という。）をその者の前２条の規定を適

用した場合の所得割の額から控除するものと

する。この場合において、当該控除額が当該

所得割の額を超えるときは、当該控除額は、

当該所得割の額に相当する金額とする。 

除額」という。）をその者の前２条の規定を適

用した場合の所得割の額から控除するものと

する。この場合において、当該控除額が当該

所得割の額を超えるときは、当該控除額は、

当該所得割の額に相当する金額とする。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 所得税法施行令（昭和４０年政令第９６

号）第２１７条第１号に規定する独立行政

法人に対する寄附金（当該法人の主たる目

的である業務に関連するものに限る。） 

(2) 所得税法施行令（昭和４０年政令第９６

号）第２１７条第１号に規定する独立行政

法人に対する寄附金（出資に関する業務に

充てられることが明らかなものを除き、当

該法人の主たる目的である業務に関連する

ものに限る。） 

(3) 所得税法施行令第２１７条第１号の２に

規定する地方独立行政法人に対する寄附金

（当該法人の主たる目的である業務に関連

するものに限る。） 

(3) 所得税法施行令第２１７条第１号の２に

規定する地方独立行政法人に対する寄附金

（出資に関する業務に充てられることが明

らかなものを除き、当該法人の主たる目的

である業務に関連するものに限る。） 

(4) 所得税法施行令第２１７条第２号に規定

する法人に対する寄附金（法第３１４条の

７第１項第２号に掲げるものを除く。当該

法人の主たる目的である業務に関連するも

のに限る。） 

(4) 所得税法施行令第２１７条第２号に規定

する法人に対する寄附金（法第３１４条の

７第１項第２号に掲げるもの及び出資に関

する業務に充てられることが明らかなもの

を除き、当該法人の主たる目的である業務

に関連するものに限る。） 

(5) 所得税法施行令第２１７条第３号に規定

する公益社団法人及び公益財団法人（所得

税法施行令の一部を改正する政令（平成２

０年政令第１５５号）附則第１３条第２項

の規定によりなおその効力を有するものと

される改正前の所得税法施行令第２１７条

第１項第２号及び第３号に規定する民法法

人を含む。）に対する寄附金（当該法人の主

たる目的である業務に関連するものに限

る。） 

(5) 所得税法施行令第２１７条第３号に規定

する公益社団法人及び公益財団法人（所得

税法施行令の一部を改正する政令（平成２

０年政令第１５５号）附則第１３条第２項

の規定によりなおその効力を有するものと

される改正前の所得税法施行令第２１７条

第１項第２号及び第３号に規定する民法法

人を含む。）に対する寄附金（出資に関する

業務に充てられることが明らかなものを除

き、当該法人の主たる目的である業務に関

連するものに限る。） 

(6) 所得税法施行令第２１７条第４号に規定

する学校法人に対する寄附金（当該法人の

主たる目的である業務に関連するものに限

る。） 

(6) 所得税法施行令第２１７条第４号に規定

する学校法人に対する寄附金（出資に関す

る業務に充てられることが明らかなものを

除き、当該法人の主たる目的である業務に

関連するものに限る。） 

(7) 所得税法施行令第２１７条第５号に規定 (7) 所得税法施行令第２１７条第５号に規定
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する社会福祉法人に対する寄附金（法第３

１４条の７第１項第２号に掲げるものを除

く。当該法人の主たる目的である業務に関

連するものに限る。） 

する社会福祉法人に対する寄附金（法第３

１４条の７第１項第２号に掲げるもの及び

出資に関する業務に充てられることが明ら

かなものを除き、当該法人の主たる目的で

ある業務に関連するものに限る。） 

(8) 所得税法施行令第２１７条第６号に規定

する更生保護法人に対する寄附金（当該法

人の主たる目的である業務に関連するもの

に限る。） 

(8) 所得税法施行令第２１７条第６号に規定

する更生保護法人に対する寄附金（出資に

関する業務に充てられることが明らかなも

のを除き、当該法人の主たる目的である業

務に関連するものに限る。） 

(9) 租税特別措置法（昭和３２年法律第２６

号）第４１条の１８の２第２項に規定する

特定非営利活動に関する寄附金（その寄附

をした者に特別の利益が及ぶと認められる

ものを除く。） 

(9) 租税特別措置法（昭和３２年法律第２６

号）第４１条の１８の２第２項に規定する

特定非営利活動に関する寄附金（その寄附

をした者に特別の利益が及ぶと認められる

もの及び出資に関する業務に充てられるこ

とが明らかなものを除く。） 

２ （略） ２ （略） 

第２０条の２～第２４条 （略） 第２０条の２～第２４条 （略） 

（区民税に係る給与所得者の扶養親族申告書） （区民税に係る給与所得者の扶養親族申告書） 

第２４条の２ （略） 第２４条の２ （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 給与所得者は、第１項及び第２項の規定に

よる申告書の提出の際に経由すべき給与支払

者が所得税法第１９８条第２項に規定する納

税地の所轄税務署長の承認を受けている場合

には、施行規則で定めるところにより、当該

申告書の提出に代えて、当該給与支払者に対

し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方

法（電子情報処理組織を使用する方法その他

の情報通信の技術を利用する方法であって施

行規則で定めるものをいう。次条第４項にお

いて同じ。）により提供することができる。 

４ 給与所得者は、第１項及び第２項の規定に

よる申告書の提出の際に経由すべき給与支払

者が令第４８条の９の７の２において準用す

る令第８条の２の２に規定する要件を満たす

場合には、施行規則で定めるところにより、

当該申告書の提出に代えて、当該給与支払者

に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁

的方法（電子情報処理組織を使用する方法そ

の他の情報通信の技術を利用する方法であっ

て施行規則で定めるものをいう。次条第４項

及び第３６条の９第３項において同じ。）によ

り提供することができる。 

５ （略） ５ （略） 

（区民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申

告書） 

（区民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申

告書） 

第２４条の３ 所得税法第２０３条の６第１項

の規定により同項に規定する申告書を提出し

なければならない者又は法の施行地において

同項に規定する公的年金等（所得税法第２０

第２４条の３ 所得税法第２０３条の６第１項

の規定により同項に規定する申告書を提出し

なければならない者又は法の施行地において

同項に規定する公的年金等（所得税法第２０
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３条の７の規定の適用を受けるものを除く。

以下この項において「公的年金等」という。）

の支払を受ける者であって、扶養親族（控除

対象扶養親族を除く。）を有する者（以下この

条において「公的年金等受給者」という。）で

区内に住所を有するものは、当該申告書の提

出の際に経由すべき所得税法第２０３条の６

第１項に規定する公的年金等の支払者（以下

この条において「公的年金等支払者」という。）

から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日

の前日までに、施行規則で定めるところによ

り、次に掲げる事項を記載した申告書を、当

該公的年金等支払者を経由して、区長に提出

しなければならない。 

３条の７の規定の適用を受けるものを除く。

以下この項において「公的年金等」という。）

の支払を受ける者であって、扶養親族（年齢

１６歳未満の者に限る。）を有する者（以下こ

の条において「公的年金等受給者」という。）

で区内に住所を有するものは、当該申告書の

提出の際に経由すべき所得税法第２０３条の

６第１項に規定する公的年金等の支払者（以

下この条において「公的年金等支払者」とい

う。）から毎年最初に公的年金等の支払を受け

る日の前日までに、施行規則で定めるところ

により、次に掲げる事項を記載した申告書を、

当該公的年金等支払者を経由して、区長に提

出しなければならない。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 公的年金等受給者は、第１項の規定による

申告書の提出の際に経由すべき公的年金等支

払者が所得税法第２０３条の６第６項に規定

する納税地の所轄税務署長の承認を受けてい

る場合には、施行規則で定めるところにより、

当該申告書の提出に代えて、当該公的年金等

支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項

を電磁的方法により提供することができる。 

４ 公的年金等受給者は、第１項の規定による

申告書の提出の際に経由すべき公的年金等支

払者が令第４８条の９の７の３において準用

する令第８条の２の２に規定する要件を満た

す場合には、施行規則で定めるところにより、

当該申告書の提出に代えて、当該公的年金等

支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項

を電磁的方法により提供することができる。 

５ （略） ５ （略） 

第２５条～第３６条の７ （略） 第２５条～第３６条の７ （略） 

（特別徴収税額） （特別徴収税額） 

第３６条の８ 第３６条の７の規定により徴収

すべき分離課税にかかる所得割の額は、次の

各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に

掲げる税額とする。 

第３６条の８ 第３６条の７の規定により徴収

すべき分離課税にかかる所得割の額は、次の

各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に

掲げる税額とする。 

(1) 退職手当等の支払を受ける者が提出した

次条第１項の規定に定める申告書（以下本

条、次条第２項及び第３６条の１０第１項

において「退職所得申告書」という。）に、

その支払うべきことが確定した年におい

て支払うべきことが確定した他の退職手

当等で既に支払がされたもの（次号及び次

条第１項において「支払済みの他の退職手

当等」という。）がない旨の記載がある場

(1) 退職手当等の支払を受ける者が提出した

次条第１項の規定に定める申告書（以下こ

の条、次条第２項及び第３項並びに第３６

条の１０第１項において「退職所得申告書」

という。）に、その支払うべきことが確定し

た年において支払うべきことが確定した他

の退職手当等で既に支払がされたもの（次

号及び次条第１項において「支払済みの他

の退職手当等」という。）がない旨の記載が
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合 その支払う退職手当等の金額につい

て第３６条の３及び第３６条の４の規定

を適用して計算した税額 

ある場合 その支払う退職手当等の金額に

ついて第３６条の３及び第３６条の４の規

定を適用して計算した税額 

(2) （略） (2) （略） 

２ （略） ２ （略） 

（退職所得申告書） （退職所得申告書） 

第３６条の９ 退職手当等の支払を受ける者

で、その退職手当等の支払を受けるべき日の

属する年の１月１日現在において区内に住所

を有する者は、その支払を受ける時までに、

規則で定める申告書を、その退職手当等の支

払をする者を経由して、区長に提出しなけれ

ばならない。この場合において支払済みの他

の退職手当等がある旨を記載した申告書を提

出するときは、当該申告書に当該支払済みの

他の退職手当等につき法第３２８条の１４の

規定により交付される特別徴収票を添付しな

ければならない。  

第３６条の９ 退職手当等の支払を受ける者

で、その退職手当等の支払を受けるべき日の

属する年の１月１日現在において区内に住所

を有する者は、その支払を受ける時までに、

施行規則第５号の９様式による申告書を、そ

の退職手当等の支払をする者を経由して、区

長に提出しなければならない。この場合にお

いて支払済みの他の退職手当等がある旨を記

載した申告書を提出するときは、当該申告書

に当該支払済みの他の退職手当等につき法第

３２８条の１４の規定により交付される特別

徴収票を添付しなければならない。 

２ 前項の場合において、退職所得申告書がそ

の提出の際に経由すべき退職手当等の支払を

する者に受理されたときは、その退職所得申

告書は、その受理されたときに区長に提出さ

れたものとみなす。 

２ 前項の場合において、退職所得申告書がそ

の提出の際に経由すべき退職手当等の支払を

する者に受理されたときは、その退職所得申

告書は、その受理された時に区長に提出され

たものとみなす。 

（加える） ３ 第１項の退職手当等の支払を受ける者は、

退職所得申告書の提出の際に経由すべき退職

手当等の支払をする者が令第４８条の１８に

おいて準用する令第８条の２の２に規定する

要件を満たす場合には、施行規則で定めると

ころにより、当該退職所得申告書の提出に代

えて、当該退職手当等の支払をする者に対し、

当該退職所得申告書に記載すべき事項を電磁

的方法により提供することができる。 

（加える） ４ 前項の規定の適用がある場合における第２

項の規定の適用については、同項中「退職所

得申告書が」とあるのは「退職所得申告書に

記載すべき事項を」と、「支払をする者に受理

されたとき」とあるのは「支払をする者が提

供を受けたとき」と、「受理された時」とある

のは「提供を受けた時」とする。 

第３６条の１０～第６６条 （略） 第３６条の１０～第６６条 （略） 
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付 則 付 則 

第１条～第２条の３ （略） 第１条～第２条の３ （略） 

（区民税の所得割の非課税の範囲等） （区民税の所得割の非課税の範囲等） 

第２条の４ 当分の間、区民税の所得割を課す

べき者のうち、その者の前年の所得について

第１５条の規定により算定した総所得金額、

退職所得金額及び山林所得金額の合計額が、

３５万円にその者の同一生計配偶者及び扶養

親族の数に１を加えた数を乗じて得た金額に

１０万円を加算した金額（その者が同一生計

配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該

金額に３２万円を加算した金額）以下である

者に対しては、第９条の規定にかかわらず、

区民税の所得割（分離課税に係る所得割を除

く。）を課さない。 

第２条の４ 当分の間、区民税の所得割を課す

べき者のうち、その者の前年の所得について

第１５条の規定により算定した総所得金額、

退職所得金額及び山林所得金額の合計額が、

３５万円にその者の同一生計配偶者及び扶養

親族（年齢１６歳未満の者及び控除対象扶養

親族に限る。以下この項において同じ。）の数

に１を加えた数を乗じて得た金額に１０万円

を加算した金額（その者が同一生計配偶者又

は扶養親族を有する場合には、当該金額に３

２万円を加算した金額）以下である者に対し

ては、第９条の規定にかかわらず、区民税の

所得割（分離課税に係る所得割を除く。）を課

さない。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

（特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の

医療費控除の特例） 

（特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の

医療費控除の特例） 

第３条 平成３０年度から令和４年度までの各

年度分の区民税に限り、法附則第４条の４第

３項の規定に該当する場合における第１７条

の規定による控除については、その者の選択

により、同条中「同条第１項」とあるのは「同

条第１項（第２号を除く。）」と、「まで」とあ

るのは「まで並びに法附則第４条の４第３項

の規定により読み替えて適用される法第３１

４条の２第１項（第２号に係る部分に限る。）」

として、同条の規定を適用することができる。 

第３条 平成３０年度から令和９年度までの各

年度分の区民税に限り、法附則第４条の４第

３項の規定に該当する場合における第１７条

の規定による控除については、その者の選択

により、同条中「同条第１項」とあるのは「同

条第１項（第２号を除く。）」と、「まで」とあ

るのは「まで並びに法附則第４条の４第３項

の規定により読み替えて適用される法第３１

４条の２第１項（第２号に係る部分に限る。）」

として、同条の規定を適用することができる。 

第３条の２及び第３条の２の２～第５条の７ 

（略） 

第３条の２及び第３条の２の２～第５条の７ 

（略） 

（軽自動車税の種別割の税率の特例） （軽自動車税の種別割の税率の特例） 

第６条 法附則第３０条第１項に規定する三輪

以上の軽自動車に対する当該軽自動車が最初

の法第４４４条第３項に規定する車両番号の

指定（次項から第５項までにおいて「初回車

両番号指定」という。）を受けた月から起算し

て１４年を経過した月の属する年度以後の年

度分の軽自動車税の種別割に係る第３９条第

第６条 法附則第３０条第１項に規定する三輪

以上の軽自動車に対する当該軽自動車が最初

の法第４４４条第３項に規定する車両番号の

指定（次項から第８項までにおいて「初回車

両番号指定」という。）を受けた月から起算し

て１４年を経過した月の属する年度以後の年

度分の軽自動車税の種別割に係る第３９条第
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１項の規定の適用については、当分の間、次

の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄

に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げ

る字句とする。 

１項の規定の適用については、当分の間、次

の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄

に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げ

る字句とする。 

（略） 
 

（略） 
 

２ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に

掲げる三輪以上の軽自動車に対する第３９条

第１項の規定の適用については、当該軽自動

車が平成３１年４月１日から令和２年３月３

１日までの間に初回車両番号指定を受けた場

合には令和２年度分の軽自動車税の種別割に

限り、当該軽自動車が令和２年４月１日から

令和３年３月３１日までの間に初回車両番号

指定を受けた場合には令和３年度分の軽自動

車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる

同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ

れぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

２ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に

掲げる三輪以上の軽自動車に対する第３９条

第１項の規定の適用については、当該軽自動

車が令和２年４月１日から令和３年３月３１

日までの間に初回車両番号指定を受けた場合

には令和３年度分の軽自動車税の種別割に限

り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表

の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄

に掲げる字句とする。 

（略） 
 

（略） 
 

３ 法附則第３０条第３項第１号及び第２号に

掲げる法第４４６条第１項第３号に規定する

ガソリン軽自動車（以下この項及び次項にお

いて「ガソリン軽自動車」という。）のうち三

輪以上のものに対する第３９条第１項の規定

の適用については、当該ガソリン軽自動車が

平成３１年４月１日から令和２年３月３１日

までの間に初回車両番号指定を受けた場合に

は令和２年度分の軽自動車税の種別割に限

り、当該ガソリン軽自動車が令和２年４月１

日から令和３年３月３１日までの間に初回車

両番号指定を受けた場合には令和３年度分の

軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に

掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

３ 法附則第３０条第３項第１号及び第２号に

掲げる法第４４６条第１項第３号に規定する

ガソリン軽自動車（以下この条において「ガ

ソリン軽自動車」という。）のうち三輪以上の

ものに対する第３９条第１項の規定の適用に

ついては、当該ガソリン軽自動車が令和２年

４月１日から令和３年３月３１日までの間に

初回車両番号指定を受けた場合には令和３年

度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の

左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げ

る字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句

とする。 

（略） 
 

（略） 
 

４ 法附則第３０条第４項第１号及び第２号に

掲げるガソリン軽自動車のうち三輪以上のも

の（前項の規定の適用を受けるものを除く。）

に対する第３９条第１項の規定の適用につい

ては、当該ガソリン軽自動車が平成３１年４

４ 法附則第３０条第４項第１号及び第２号に

掲げるガソリン軽自動車のうち三輪以上のも

の（前項の規定の適用を受けるものを除く。）

に対する第３９条第１項の規定の適用につい

ては、当該ガソリン軽自動車が令和２年４月
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月１日から令和２年３月３１日までの間に初

回車両番号指定を受けた場合には令和２年度

分の軽自動車税の種別割に限り、当該ガソリ

ン軽自動車が令和２年４月１日から令和３年

３月３１日までの間に初回車両番号指定を受

けた場合には令和３年度分の軽自動車税の種

別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規

定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同

表の右欄に掲げる字句とする。 

１日から令和３年３月３１日までの間に初回

車両番号指定を受けた場合には令和３年度分

の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄

に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字

句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。 

（略 
 

（略） 
 

５ （略） ５ （略） 

（加える） ６ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に

掲げる三輪以上の軽自動車（自家用の乗用の

ものを除く。）に対する第３９条第１項の規定

の適用については、当該軽自動車が令和３年

４月１日から令和４年３月３１日までの間に

初回車両番号指定を受けた場合には令和４年

度分の軽自動車税の種別割に限り、当該軽自

動車が令和４年４月１日から令和５年３月３

１日までの間に初回車両番号指定を受けた場

合には令和５年度分の軽自動車税の種別割に

限り、第２項の表の左欄に掲げる同条の規定

中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表

の右欄に掲げる字句とする。 

（加える） ７ 法附則第３０条第７項の規定の適用を受け

る三輪以上のガソリン軽自動車（営業用の乗

用のものに限る。）に対する第３９条第１項の

規定の適用については、当該ガソリン軽自動

車が令和３年４月１日から令和４年３月３１

日までの間に初回車両番号指定を受けた場合

には令和４年度分の軽自動車税の種別割に限

り、当該ガソリン軽自動車が令和４年４月１

日から令和５年３月３１日までの間に初回車

両番号指定を受けた場合には令和５年度分の

軽自動車税の種別割に限り、第３項の表の左

欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる

字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句と

する。 

（加える） ８ 法附則第３０条第８項の規定の適用を受け

る三輪以上のガソリン軽自動車（前項の規定
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の適用を受けるものを除き、営業用の乗用の

ものに限る。）に対する第３９条第１項の規定

の適用については、当該ガソリン軽自動車が

令和３年４月１日から令和４年３月３１日ま

での間に初回車両番号指定を受けた場合には

令和４年度分の軽自動車税の種別割に限り、

当該ガソリン軽自動車が令和４年４月１日か

ら令和５年３月３１日までの間に初回車両番

号指定を受けた場合には令和５年度分の軽自

動車税の種別割に限り、第４項の表の左欄に

掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

６ 前各項の規定の適用がある場合における第

３９条第２項の規定の適用については、同項

中「同項各号」とあるのは「同項各号（付則

第６条第１項から第５項までの規定により読

み替えて適用される場合を含む。）」とする。 

９ 前各項の規定の適用がある場合における第

３９条第２項の規定の適用については、同項

中「同項各号」とあるのは「同項各号（付則

第６条第１項から第８項までの規定により読

み替えて適用される場合を含む。）」とする。 

（軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） （軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） 

第６条の２ 区長は、軽自動車税の種別割の賦

課徴収に関し、三輪以上の軽自動車が前条第

２項から第５項までの規定の適用を受ける三

輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断

をするときは、国土交通大臣の認定等（法附

則第３０条の２第１項に規定する国土交通大

臣の認定等をいう。次項において同じ。）に基

づき当該判断をするものとする。 

第６条の２ 区長は、軽自動車税の種別割の賦

課徴収に関し、三輪以上の軽自動車が前条第

２項から第８項までの規定の適用を受ける三

輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断

をするときは、国土交通大臣の認定等（法附

則第３０条の２第１項に規定する国土交通大

臣の認定等をいう。次項において同じ。）に基

づき当該判断をするものとする。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

第７条～第１７条 （略） 第７条～第１７条 （略） 

（新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入

金等特別税額控除の特例） 

（新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入

金等特別税額控除の特例） 

第１８条 （略） 第１８条 （略） 

（加える） ２ 所得割の納税義務者が前年分の所得税につ

き新型コロナウイルス感染症特例法第６条の

２第１項の規定の適用を受けた場合における

付則第３条の４の２第１項の規定の適用につ

いては、同項中「令和１５年度」とあるのは

「令和１７年度」と、「令和３年」とあるのは

「令和４年」とする。 

    附 則 

 （施行期日） 
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 第１条 この条例は、公布の日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号

に定める日から施行する。 

 (1) 第２０条第１項の改正規定及び付則第３

条の改正規定並びに次条第１項の規定 令

和４年１月１日 

 (2) 第１０条第２項、第１４条第１号及び第

２４条の３第１項各号列記以外の部分の改

正規定並びに付則第２条の４第１項の改正

規定並びに次条第４項の規定 令和６年１

月１日 

 （区民税に関する経過措置） 

 第２条 この条例による改正後の江東区特別区

税条例（以下「新条例」という。）第２０条第

１項各号の規定は、所得割の納税義務者がこ

の条例の施行の日（以下「施行日」という。）

以後に支出する同項各号に規定する寄附金又

は金銭について適用し、所得割の納税義務者

が施行日前に支出したこの条例による改正前

の江東区特別区税条例（以下「旧条例」とい

う。）第２０条第１項各号に規定する寄附金又

は金銭については、なお従前の例による。 

 ２ 新条例第２４条の２第４項の規定は、施行

日以後に行う同項に規定する電磁的方法によ

る同項に規定する申告書に記載すべき事項の

提供について適用し、施行日前に行った旧条

例第２４条の２第４項に規定する電磁的方法

による同項に規定する申告書に記載すべき事

項の提供については、なお従前の例による。 

 ３ 新条例第２４条の３第４項の規定は、施行

日以後に行う新条例第２４条の２第４項に規

定する電磁的方法による新条例第２４条の３

第４項に規定する申告書に記載すべき事項の

提供について適用し、施行日前に行った旧条

例第２４条の２第４項に規定する電磁的方法

による旧条例第２４条の３第４項に規定する

申告書に記載すべき事項の提供については、

なお従前の例による。 

 ４ 新条例の規定中個人の区民税に関する部分

は、令和６年度以後の年度分の個人の区民税
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について適用し、令和５年度分までの個人の

区民税については、なお従前の例による。 

 （軽自動車税に関する経過措置） 

 第３条 新条例の規定中軽自動車税の種別割に

関する部分は、令和３年度以後の年度分の軽

自動車税の種別割について適用し、令和２年

度分までの軽自動車税の種別割については、

なお従前の例による。 

  

 


